
一
頁

○
総
務
省
令
第
百
十
八
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
三
条
、
第
三
十
七
条
第
三
号
及
び
第
五
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
九
の
二

「
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
」
と
は
、
遭
難
自
動
通
報
設
備
で
あ
つ
て
、
船
舶
が
遭
難
し
た
場
合
に
、

船
舶
自
動
識
別
装
置
又
は
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
の
指
示
器
上
に
そ
の
位
置
を
表
示
さ
せ
る
た
め
の
情
報
を
送
信
す

る
も
の
を
い
う
。

第
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
及
び
捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
」
を
「
、
捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ

ン
ダ
及
び

」
に
改
め
る
。

捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置



二
頁

第
十
二
条
第
五
項
中
「
、
Ｆ
一
Ｄ
電
波

並
び
に
Ｆ
一
Ｄ
電
波
一
五
六
・
〇
二

一
六
一
・
九
七
五

及
び
一
六
二
・
〇
二
五

MHz

MHz

並
び
に
Ｆ
一
Ｄ
電
波
一
六
一
・
九
七
五

及
び

五

か
ら
一
六
二

ま
で
の
う
ち
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波
数
」
を
「

MHz

MHz

MHz

一
六
二
・
〇
二
五

え

」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
の
表
捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

MHz

る
。

Ｆ
一
Ｄ
電
波
一
六
一
・
九
七
五

及
び
一
六
二
・
〇
二
五

捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

MHz

MHz

捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
」
の
下
に
「
又
は
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
」

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「

を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
を
使
用
し
て
、
別
図
第
六
号
に
定
め
る
構
成
に
よ
り
行
う
も
の

第
三
十
八
条
第
五
項
中
「
総
務
大
臣
の
認
定
」
を
「
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
又
は
認

定
」
に
改
め
る
。

別
図
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

3
6

）

別
図
第
六
号

第
条
の
２
第
１
項
第
８
号
関
係



三
頁

通
報
の
種

反
復
送
信

装
置
の
識

航
行

状
態

対
地

速
度

位
置

精
度

経
度

緯
度

対
地
針

路

（

（

（

（

）

類
注

回
数

注
別
信
号

注
４

）

）

）

１
２

注
３

測
位
時
刻

通
信
状
態

。

注
１

コ
ド
番
号

で
あ
る
こ
と

ー

「1

」
。

注
２

コ
ド
番
号

で
あ
る
こ
と

ー

「0

」

注
３

の
９
桁
の
数
字
で

あ
る

こ
と

及
び

は
か
ら

ま
で

の
数
字
と
す

「97
0
X
X
Y
Y
Y
Y

」

（X
X

Y
Y

Y
Y

0
9

1
2

1
2

3
4

1
2

1
2

3
4

、
、

、
、

。
。

る

）

。

注
４

コ
ド
番
号

で
あ
る
こ
と

ー

「1
4

」

附

則



四
頁

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
八
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。


